
 

定期監査結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、みよし市監査基準に準拠して定期監査

を次のとおり実施しました。 

 

第１ 監査を実施した監査委員 

金 子   晃 

阿 部 憲 明 

 

第２ 監査の種類 

定期監査 

 

第３ 監査の概要 

１ 監査の対象 

部局等 課等（※） 

経営企画部 企画政策課（ゼロカーボン推進室含む）、広報課、財政課

（施設マネジメント推進室含む）、デジタル戦略課、市長

公室 

総務部 総務課、人事課、防災安全課、協働推進課 

福祉部 福祉課、長寿介護課、保険健康課 

こども未来部 こども政策課、保育課、こども相談課 

市民経済部 産業振興課、産業振興課分室、生活環境課、市民課（市

民情報サービスセンター含む）、税務課、納税課 

都市建設部 道路河川課、下水道課、都市計画課、公園緑地課 

会計管理者 会計課 

市民病院事務局 管理課 

議会事務局 議事課 

教育委員会教育部 学校教育課、学校給食センター、スポーツ課、生涯学習

推進課、歴史民俗資料館 

監査委員事務局 

   ※ 監査の実施単位毎に記載 

２ 対象期間 

令和７（2025）年度 

３ 監査の着眼点 

  (1) 監査の着眼点 

     財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確

で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に



 

努めているかを着眼点としました。 

  (2) 重点監査項目 

     契約事務を重点監査項目として、重点的に確認しました。 

４ 監査の主な実施内容 

   次の項目を主として、試査により、確認、聴取等の方法で監査を行いました。 

(1) 収入事務 

(2) 支出事務 

(3) 人事管理事務 

(4) 契約事務（委託業務及び工事） 

(5) 補助金交付事務 

(6) 財産管理事務 

(7) 公共施設指定管理事務 

５ 監査の実施場所及び日程 

(1) 実施場所 

監査委員室 

(2) 日程 

令和７（2025）年１０月２７日から令和８（2026）年１月２６日まで 

 

第４ 監査の結果 

前項までに掲げる事項のとおり監査した限りにおいて、財務に関する事務の執行

及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効

果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められまし

た。 

 

第５ 監査意見 

地方自治法第１９９条第１０項の規定に基づき、次のとおり意見を付します。 

 

１ 契約事務について 

地方自治法施行令の改正に伴うみよし市契約規則（以下「契約規則」という。）

の改正により、令和７（2025）年６月から随意契約のできる限度額が引き上げられ

ました。当市では、限度額を超える案件は総務課（契約検査担当）が、限度額以下

の案件は事業担当課が契約事務を行うこととなっており、事業担当課で取扱う契

約事務の範囲が広がった形となります。基本的な事務手続が大きく変わるもので

はありませんが、事業担当課においては、引き続き契約規則等を十分に確認し、法

令及び例規に基づく適切な事務処理に努められたい。 

 

  



 

２ 適切な事務処理及び文書管理システムの活用について 

人事管理事務を始めとした各事務において、記入誤りや記入漏れの不備が散見

されました。 

また、今年度から文書管理システムが導入され、多くの書類が電子での管理へ移

行しましたが、システム処理手順の誤りや、電子媒体で提出された書類の記入漏れ

等が散見されました。 

重大な不備はなかったものの、紙・電子を問わず、書類の収受、起案及び回議に

おいては、根拠法令、事務処理手順、提出書類の記載内容等の確認を徹底し、適切

な事務処理に努められたい。 

併せて、各事務において、デジタルツールを活用し、誤りや漏れを防止できる様

式や仕組みを構築し確認作業を減らすなど、事務の効率化に努められたい。 

今後も、文書処理を効率的に行う手段として文書管理システムを活用し、全庁的

な事務負担の軽減に努められるよう期待します。 

 



 

定期監査（保育園・小中学校）結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、みよし市監査基準に準拠して定期監査

を次のとおり実施しました。 

 

第１ 監査を実施した監査委員 

金 子   晃 

阿 部 憲 明 

 

第２ 監査の種類 

定期監査 

 

第３ 監査の概要 

１ 監査の対象 

所管課 対象（※） 

こども未来部 保育課 みどり保育園、わかば保育園 

教育委員会 教育部 学校教育課 中部小学校、三吉小学校、北中学校 

※保育園２園、小中学校３校を順に選定し実施 

 ２ 対象期間 

   令和７（2025）年度 

３ 監査の着眼点 

   財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼に、次の項目

を着眼点としました。 

  (1) 保育園 

ア 情報機器等の管理は、適切に行われているか。 

イ 施設及び設備の維持管理及び安全管理は、適切に行われているか。（ＡＥＤ含む。） 

ウ 物品（備品、消耗品）の管理は、適切に行われているか。 

エ 賄い材料、おやつ等の検収が、適切に行われているか。 

オ 医薬品の管理は、適切に行われているか。 

   カ 保育士等の人事管理は、例規に基づき処理されているか。 

  (2) 小中学校 

ア 学校給食費会計事務は、適切に行われているか。 

イ 学校給食費未収金は、適切に管理されているか。 

ウ 切手、はがき等の現金に準ずるものは、適切に管理されているか。 

エ 情報機器等の管理は、適切に行われているか。 



 

オ 施設及び設備の維持管理及び安全管理は、適切に行われているか。（ＡＥＤ含む。） 

カ 物品（備品、消耗品）の管理は、適切に行われているか。 

キ 理科教材薬品及び保健室医薬品の管理は、適切に行われているか。 

ク 業務員等の人事管理は、例規に基づき処理されているか。 

(3) 重点監査項目 

前年度監査結果を踏まえ、下表について改善の状況を確認しました。 

前年度監査結果 区分 重点監査項目 

指導事項 小中学校 学校情報の持出しについて、確認者である校長自身の持出確

認は、教頭など別の者が確認しているか。 

指導事項 小中学校 備品台帳について、廃棄年月日が明記されているか。 

４ 監査の主な実施内容 

   試査により、確認、聴取等の方法で監査を行いました。 

 ５ 監査の実施場所及び日程 

  (1) 実施場所 

     対象の保育園及び小中学校 

  (2) 日程 

     保育園  令和７（2025）年１０月２７日 

     小中学校 令和７（2025）年１１月１３日 

 

第４ 監査の結果 

前項までに掲げる事項のとおり監査した限りにおいて、財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組

織及び運営の合理化に努めていることが認められました。 

しかしながら、小中学校において、次のとおり注意改善を要する事項が認められました。速

やかに所要の措置を検討、実施し、改善に取組むよう求めます。 

 １ 指摘事項 

項目 結果 対象 

理科教材薬品 「みよし市小中学校理科薬品取扱い管理規定」で、「薬品は、

転倒による漏れや混合による発火、爆発を防ぐために、正し

い方法で分類して保管する。」と規定されているが、「石灰

水」、「塩酸」と表示された液体が、フラスコに入った状態で

理科準備室の机上に放置されていた。 

中部小 

 

なお、「第３ 監査の概要」「３ 監査の着眼点」「(3) 重点監査項目」の各項目については、

改善の状況が認められました。  



 

第５ 監査意見 

地方自治法第１９９条第１０項の規定に基づき次のとおり意見を付します。 

 

１ 現金（公費）の取扱いについて（小中学校） 

管理方法が学校により異なる点が見受けられました。現金は、取扱いを極力少なくすること

を原則とし、やむを得ず収受がある場合は、収納金出納簿を備え管理するよう規定等の整備を

検討されたい。また、現金、通帳及び銀行印を特定の職員のみが管理することのないよう、管

理職によるチェック体制をもって管理されたい。 

 

 ２ 施設及び設備の自主点検記録並びに備品の現物照合記録について（小中学校） 

自主点検又は現物照合を行った年月日が確認できませんでした。実施日の記録は、定期的な

自主点検又は現物照合の実施を明らかにするものであり、様式に年月日記載欄を追加する、備

考欄に年月日を記載するなど様式の見直しや運用を検討されたい。 

 

３ 備品について（保育園、小中学校） 

 備品台帳と現物の不一致、備品台帳で居所不明となっているものが見受けられました。現存

しない備品は、廃棄手続を行い、適切に管理されたい。 

 また、小中学校における学校間での備品の貸借について、事務処理の方法が学校により異な

る点が見受けられました。事務処理を統一し、返却を受けた際は、その年月日及び確認者を記

録するよう検討されたい。 

 

４ 理科教材薬品について（小中学校） 

毒物・劇物を含むにもかかわらず、近年の監査において、度々不備が見受けられる状況です。

児童生徒の安全のため、管理を徹底されたい。 

 



定期監査（工事監査）結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、みよし市監査基準に準拠して定期監査

を次のとおり実施しました。 

 

第１ 監査を実施した監査委員 

金 子   晃 

阿 部 憲 明 

 

第２ 監査の種類 

定期監査（工事監査） 

 

第３ 監査の概要 

１ 監査の対象 

  教育部 学校教育課 

南中学校大規模改修（３期）建築工事 

２ 監査の範囲 

令和７（2025）年度における工事の計画、設計、積算、契約事務の執行及び施工

状況 

３ 監査の着眼点 

対象の工事に関する事務の執行が法令に基づき適正に行われているか、現場での

品質及び安全管理は適切に行われているかを主眼として、主に合規性・有効性の観

点から監査を実施しました。 

４ 監査の主な実施内容 

工事の技術的事項の調査を専門機関（公益社団法人大阪技術振興協会）に委託し

て実施しました。委託先の技術士により、工事監査調書及び関係書類の確認並びに

工事現場の現地確認を行いました。 

５ 監査の実施場所及び日程 

(1) 実施場所 

みよし市役所５階監査委員室及び当該工事現場 

(2) 日程 

令和７（2025）年１２月１日 

 

  



第４ 監査の結果 

事務の執行は概ね適正であり、施工状況についても設計図書等に基づいて実施さ

れていると認められました。 

別添「令和７年度工事監査技術調査結果報告書」の内容を確認、検討し、今後と

も工事の設計及び施工にあたって技術の向上を図り、経済性及び安全性にも配慮し

適正な施工管理に努められるよう求めます。 
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     調査実施 日 ： 令和７年 12月１日(月) 

 

 

調 査 場 所 ： みよし市役所５階監査委員室及び当該工事現場 

 

 

監査執行 者 ： 代表監査委員  金子 晃 

  議選監査委員  阿部 憲明 

  

調査立会 者 ： 監査委員事務局 

 事務局長  加藤 英樹 

 主  幹  中島 真美 

 主任主査  鈴木 優子 

  

 

調査対象工事 ： 南中学校大規模改修（３期）建築工事 

  

み よ し 市 

令和７年度 

工事監査技術調査結果報告書 

令和８年２月 12日  

 

公益社団法人 大阪技術振興協会 

 

技術士(建設部門) 一級建築士 高山 英夫 
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南中学校大規模改修（３期）建築工事 

 

Ⅰ．工事内容説明者 

     当該工事技術調査出席者及び内容説明者は次のとおり 

教育部   部  長   冨田 泰隆 

   副 参 事   鈴木 克弥 

 学校教育課  主任主査 鈴木 啓太 

総務部 

総務課  主  査   坂口 智彦 

  主  査   柴田 浩 

 

工事関係者 

株式会社野村設計 名古屋事務所 

  取締役所長  近藤 晴俊 

株式会社宇佐美組 

  現場所長 福谷 匠真 

  担当者 中井 雪 

  担当者 堀井 菜佑 

  担当者 安藤 征二 

 

 

Ⅱ．工事概要 

１．工事場所：みよし市打越町地内 

 

２．工事内容 

南中学校大規模改修工事(３期)建築工事 

屋内運動場 

   屋根改修（ｶﾊﾞｰ工法、塗膜防水） 

   外壁塗装改修 

   屋内運動場 

   ｱﾙﾐｻｯｼ改修（ｶﾊﾞｰ工法) 

   内装改修（天井は除外） 

   舞台機構改修 

   競技用器具改修 

   更衣室､便所､ﾐｨｰﾃﾝｸﾞﾙｰﾑ内部改修 

   弓道場 

   射場外壁(取替)､屋根（ｶﾊﾞｰ工法）改修 

   射場ｱﾙﾐ出入口ｻｯｼ、ｼｬｯﾀｰ取替 

   射場内装改修 
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   的場外壁、屋根改修 

   矢除板、矢除ﾌｪﾝｽ、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ改修 

   ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ、体育器具庫 

   外壁塗装、屋根改修 

   内部棚改修 

   ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ外流し塗装改修 

渡り廊下（新設） 

   屋内運動場－武道場間：ｺﾝｸﾘｰﾄ床及びｽﾛｰﾌﾟ(手摺取付)、屋根取付 

   校舎間：ｺﾝｸﾘｰﾄ床及びｽﾛｰﾌﾟ(手摺取付)、屋根取付 

外構改修 

   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修及び新設 

   排水溝ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ及び新設（排水桝共） 

   門扉（正門･北門･西門・南門）の改修及び各門の壁塗装改修 

   ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ､ﾃﾆｽｺｰﾄ整備（ﾄﾗｯｸ･野球･ﾃﾆｽ競技） 

   ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ・防球ﾈｯﾄﾌｪﾝｽの整備 

   校舎南側階段､ｽﾛｰﾌﾟ等の整備 

   間知ﾌﾞﾛｯｸ擁壁､ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁の補修及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

   樹木の伐採伐根･伐採･剪定･刈込 

   職員駐車場の整備 

 

３．設計・工事監理業務受託者、業務期間 

（１）設 計 業 務  株式会社野村設計 名古屋事務所 

業 務 期 間  令和６年５月１日～令和７年２月 28日 

（２）工事監理業務  株式会社野村設計 名古屋事務所 

業 務 期 間  令和７年５月 27日～令和８年３月 31日 

 

４．工事請負業者・工事費・工事期間・工事進捗率   

   （１）請 負 業 者  株式会社宇佐美組 名古屋支店 

（２）入 札 方 式  一般競争入札 （参加２者） 

入札年月 日  令和７年４月 24日 

落 札 金 額  517,990,000円（税込） 

   （３）予 定 価 格  556,930,000円（税込） 

   （４）契 約 金 額  517,990,000円（税込） 

（変更契約後）  － 

   （５）調査基準価格    － 

（６）失格基準価格  512,375,600円（税込） 

（７）落 札 率    93.0％ 

（８）契 約 日   令和７年５月 26日 

（９）契 約 保 証  契約保証金にかわる保証  
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（履行保証者：東日本建設業保証株式会社） 

  （10）前 払 金   207,190,000円（税込） 

（11）財 源 区 分   一般財源 59.1％、国補助 7.1％、市債 33.8 ％ 

（12）工 事 期 間   令和７年５月 20日 ～ 完成 令和８年３月 31日 

（13）工事進捗状況   実施 56％（計画 56％）10月末現在 

 

５．工事監督員      株式会社野村設計 名古屋事務所 近藤 晴俊 

                

Ⅲ．【総 評】 

工事技術調査の対象工事は、南中学校大規模改修（３期）建築工事である。昭和 58年に建

設され、みよし市学校個別施設計画に基づき、老朽化し大規模な改修が必要な校舎であること

から長寿命化工事が実施されている。南中学校においては令和４年度において第 1期工事が始

まり、管理棟の改修及び EV棟の建設がなされ、令和５年～６年度の第２期工事では、特別教室

棟、技術科棟、武道場の改修及び特別教室棟の増築が行われている。今回の第３期工事が最終

年度となり、屋内運動場・弓道場・グラウンド・クラブハウス・外構の改修となっている。 

調査時点では、屋内運動場については床工事の施工中である。 

弓道場については、外壁改修の施工中である。 

職員駐車場、クラブハウス、体育器具庫、消火水槽機械室は完了している。 

外構・植栽、グラウンド工事については、施工中である。 

全体工事としては調査時点で概ね計画どおり進捗している。 

 

本調査は、書類調査と現場調査に分けて、順次実施した。 

書類調査においては、まず事前調査として、予め提示を求めた入札書類、設計図書及び工事

管理書類等の関係書類を調査した上で「質問書」を送付し、市の回答を求め、各種事項や課題

に基づいて、事業計画、設計、積算、入札・契約、施工管理、検査の順で段階別に確認した。 

調査当日は、原本確認調査を実施した。その後、担当課から直接説明を受け、疑問点に関す

る質疑応答を通し、重要かつ課題と思われるものを抽出した。 

その後、現場調査として、現地に赴き、施工監理状況や出来形等について確認を行った。 

以上の手順に従って、慎重に調査、聞き取りを行った結果、本工事は、書類及び現地のいず

れも概ね良好であると判断した。 

個々の調査段階毎で気付いた点、或いは留意事項等については、本書の各項目の所見のとこ

ろで記述しているので、確認し必要に応じて適切な対応をお願いしたい。 

なお、その際の評価に使用した用語の定義は、以下のとおりである。 

 

改善：早急に改善措置を求めるもの。 

留意：今後に向けて、留意・検討すべきもの。 

意見：参考として述べるもの。 

適正：適切であり、概ね問題がないこと。 
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Ⅳ．書類調査の結果 

１．事業計画について 

当事業は、「みよし市学校個別施設計画」に基づき計画されたものであり、学校施設環境改

善交付金も活用しながら実施されている。 

また、当工事は、令和４年度から第１期工事が行われ、３期間に分けて順次進められてい

る。 

 

【所見】 

建物の維持管理においては、計画的に大規模改修を行うことで事後保全的管理から予防保全

的管理に移行し、建築物の長寿命化を図るとともに施設の老朽化に伴う維持修繕費等の財源負

担が平準化されていることを確認した。         

 適正 

 

２．設計について 

本工事の設計は、みよし市内の改修が必要な学校校舎等について、長寿命化のために行う大

規模改修の一環であり、老朽化した建物や設備を単に建築時の状態に戻すだけでなく、高耐久

塗装工事や給排水管の更新等により建物の耐久性を高めるとともに、トイレのドライ化及び洋

式化や照明設備のＬＥＤ化など、その機能や性能を現在の学校が求める水準にまで引き上げる

という基本的な施設整備の考え方のもと、改修の設計は株式会社野村設計名古屋事務所に業務

委託している。 

設計内容としては、大規模改修の第３期工事として、屋内運動場、弓道場、グラウンド、グ

ラウンド構造物、外構の改修を行うものである。 

校舎を使いながらの工事となることから、生徒の安全対策については、１）工事車両と生徒

登校時動線の重なる箇所には随時誘導員を配置する、２）大型工事車両及び資材の搬入時に

は、学校及び市監督員、工事監理者と協議の上、誘導員を配置する、３）内部改修工事は工事

範囲期間等必要に応じて仮間仕切りを設置するなど、学校関係者との協議調整も十分に考慮さ

れている。 

 

 【所見】 

以上のとおり、概ね適切であることを確認した。           

一方、設計業務委託の特記仕様書においては、成果図書の図面目録に「外壁調査図」が対象と 

なっており、第 11条「外壁調査業務」においては、「原則として建築物の外壁前面を調査するも

のとする」と記載されている。 

この部分を読めば、外壁調査も設計委託業務の対象と考えられるが、市の説明によれば外壁調 

査は設計業務委託の対象外ということである。 

しかし、記載のこの表現では、設計業務受託者と市との間で業務内容の考え方に齟齬が生じる 

可能性も考えられることから、表現の見直しを検討されたい。 

留意 
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３．積算について 

積算には国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修又は制定している、公共建築工事積算基準、 

公共建築数量積算基準、公共建築設備数量積算基準などを採用している。 

工事費の数量積算及び単価設定は、学校教育課職員及び設計業務受託者で行っている。 

採用した単価歩掛は、愛知県建設局制定の公共建築工事積算基準、一般財団法人建設物価調

査会の建設物価、一般財団法人経済調査会の積算資料および見積り単価を採用している。 

 

 【所見】 

積算については、愛知県や刊行物の基準に準拠して、概ね適切に対応されていることを確認

した。 

一方で見積りを徴取した工種は、外壁改修工事や内部改修工事など数多くあり、概ね３者見

積りを徴取されていたが、その一覧表が作成されていない。 

３者見積書の一覧表が無ければ、見積書の確認やチェックの見落としにも繋がることから、

今後は一覧表を作成するよう努めていただきたい。 

                              留意 

 

４．入札・契約について 

本工事の入札については、一般競争入札で行われた結果、２者が応札し、株式会社宇佐美組 

名古屋支店が予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ最低の価格をもって落札されており、入札

及び契約の内容及び一連の手続き等について、概ね適切に行われていることを確認した。 

また、本工事設計業務委託の入札においては、指名競争入札が行われた結果、８者の内７社が 

応札し、最低の価格の株式会社野村設計名古屋事務所が落札された。 

同様に本工事監理業務委託の入札においては、指名競争入札が行われた結果、８者が応札し、

最低の価格の株式会社野村設計名古屋事務所が落札された。 

 

 【所見】 

設計業務委託及び監理業務委託の入札においては、一般競争入札ではなく指名競争入札が採

用されている。このことについては、地方自治法に基づく適正な手続きではあるものの、指名競

争入札においては、業者の指名理由が分かりにくい上に、予定価格や最低制限価格においても非

公開になるなど公開性が制限されている。 

公共事業においては、国民や市民の税金が原資となっていることから、入札には公平性や透明

性の確保、説明責任などが求められている。 

以上のことから、指名競争入札を行う必要がある場合においては、市として入札方式選定の根

拠となる基準等を作成されるよう努められたい。 

意見 
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５．施工管理について 

本工事の施工に際しては、監督職員や学校関係者と十分協議しながら取り組みを進めてい

る。 

（１）施工計画書においては、総合施工計画書の他に、仮設工事、ガラス工事、ユニット工事、

屋根工事、家具工事、鋼製建具工事、左官工事、再生資源利用、接着系アンカー工事、体育器

具工事、塗装工事、内装工事、防水工事、木工事、鉄筋工事、植栽工事、残土処分、型枠・コ

ンクリート工事、解体工事、基礎打設工事、グラウンド工事等が提出され、適切に処置されて

いる。 

工程管理においては総合工程表及び月間工程表が作成されており、調査時点における工事も

予定どおり進捗している。 

工事実施書については、基礎打設工事他が提出されていることを確認した。 

 

 【所見】 

必要な工事管理書類が提出されており、概ね適切に対応されていることを確認した。 

一方で、アスベストの施工計画書は一般的な内容であったことから、本現場に即した施工計

画を作成していただきたい。 

また、材料承認願いの提出が遅れているものも見られたことから、監督員が余裕をもって確

認できるように、現場代理人に対し速やかな提出を指示していただきたい。 

留意 

  

（２）今年度より、みよし市では「みよし市デジタル化推進計画」の一環としてペーパーレス化

の取組みを推進されており、工事管理書類においても電子データでの提出が基本とされてい

ることを確認した。 

 

 【所見】 

当工事は文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を受けていることから、会計検査院の検

査に該当するため、紙の工事管理書類が無くても支障がないのかを会計検査院に確認して置く

必要がある。また、工事管理書類等がペーパーレスによる電子データ等で支障がないのであれ

ば、建設工事請負契約書等にその旨を記載するなど、工事請負業者とも共有すべき内容である

と考える。 

 意見 

 

６．検査について 

職員駐車場やクラブハウス等の一部竣工検査が行われている。 

 

 【所見】 

いずれも適正に行われていることを確認した。                  適正 

 

 



8 

 

Ⅴ．現場調査 

学校教育課職員および現場代理人等の案内で、監査委員と共に現場敷地周辺の巡回及び屋内

運動場・弓道場・グラウンド・クラブハウス・外構の改修工事について目視による調査を行っ

た。 

調査時点での状況は、仮囲い、仮設事務所などの仮設工事は完了しており、屋内運動場にお

いては、屋根のカバー工法による改修や庇の防水改修、外壁の仕上工事はほぼ完了している。

内部工事については、内壁の施工・塗装は完了しており、床工事の施工中である。 

弓道場については、屋根の改修が完了し、外壁改修の施工中である。 

渡り廊下については、基礎工事が完了し、屋根工事や土間工事がほぼ完了している。 

職員駐車場、クラブハウス、体育器具庫、消火水槽機械室は完了しており、みよし市への引

き渡しが完了している。 

外構・植栽、グラウンド工事については、施工中となっている。 

同じ敷地内での校舎を使用しながらの工事であり、他の建物を生徒等が授業で使用している

ことから、生徒や学校関係者の安全を最優先にするために、工事車両の搬入時間の配慮、ガー

ドフェンスや交通誘導員の配置、キャスターゲートの設置など安全面で配慮した仮設計画とな

っている。 

また、建設業許可票、緊急時連絡表、建退共の適用標識、施工体系図等は、敷地仮囲いフェ

ンス外面で公衆の見やすい位置に掲示されている。 

全体工事としては調査時点で概ね計画どおり進捗していることを確認した。 

 

 【所見】  

工程は計画どおり適切に進められており、生徒や学校関係者等の安全対策を考慮した工事施

工となっている。 

次に現場調査において気づいた点を記載するので、必要に応じ改善を図っていただきたい。 

１．屋内運動場は床工事中であったにもかかわらず、床を養生せずに外靴のまま工事をされ

ている。改めて床仕上を行うので養生は不要との現場説明であったが、大きな傷の場合

は修復が困難になる可能性もあることから、養生を行われたい。 

２．内装建材が壁に立てかけて保管されていた。梱包材には壁への立てかけ厳禁との記載が

あったので、適切な保管をされたい。 

３．職員駐車場に設置されている鋼製メッシュフェンスの基礎の根入れ不足か、若しくは周

辺地盤の締固め不良により、フェンスにグラつきが発生している。既に引渡しが終わり

使用されていることから、危険防止のため速やかに補修されたい。 

４．校舎からグラウンドに降りる階段の最下部が周囲より一段低く、排水設備もないことか

ら、水たまりが生じる可能性がある。調査されて適切な対応を図られたい。 

 留意 

 

以上 
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以下、書類および現場写真を示す。 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-１ 工事監理関係書類（確認用モニター） 写真-２ 工事監理関係書類（確認用モニター） 

写真-３ 工事監理関係書類（原本確認） 写真-４ 工事監理関係書類（原本確認） 
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写真-５ 工事現場施工状況 

（屋内運動場外壁改修工事） 

写真-６ 工事現場施工状況 

（屋内運動場アリーナ床改修工事） 

写真-７ 工事現場施工状況 

（屋内運動場更衣室改修工事） 

写真-８ 工事現場施工状況 

（職員駐車場改修工事） 
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写真-11 工事現場施工状況 

  （工事看板） 

写真-９ 工事現場施工状況 

  （クラブハウス化改修工事） 

写真-10 工事現場施工状況 

  （自転車置場新設工事） 


